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１５１５１５１５ 低炭素社会実現低炭素社会実現低炭素社会実現低炭素社会実現にににに向向向向けたけたけたけた新成長戦略新成長戦略新成長戦略新成長戦略のののの展開展開展開展開についてについてについてについて

【新政権のマニフェスト】

■環境分野などの技術革新で世界をリードする
１次エネルギーの総供給量に占める再生可能エネルギーの割合を、

２０２０年までに１０％程度の水準まで引き上げる。

【具体策】

①新エネ・省エネ技術の活用による新産業の育成

②環境技術の研究開発・実用化の推進 など

《課題》
○地域資源を活かした新産業の育成
○新産業の育成を支える高度な環境知識と技術を有する人材の養成
○研究開発成果の産業化

「マニフェスト」の実現に向けて

【徳島発の提言・要望】

「「「「地域地域地域地域のののの環境資源環境資源環境資源環境資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした新成長戦略新成長戦略新成長戦略新成長戦略をををを」」」」
それぞれの地域が有する先端技術や環境資源を活かした新産業育成の

取組を積極的に支援するとともに、多様な環境人材の養成や研究開発の
推進、さらには研究成果の産業化に向けた取組を強力に推進されたい。

具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容》》》》《
①①①①「「「「新新新新エネエネエネエネ・・・・省省省省エネエネエネエネ技術技術技術技術のののの活用活用活用活用によるによるによるによる新産業新産業新産業新産業のののの育成育成育成育成についてについてについてについて」」」」

ア 本県における「ＬＥＤ」や「リチウムイオン電池 「木質バ」、
イオマス」のように、それぞれの地域が有する先端技術や環境資
源を活かした新産業育成の取組を、地方公共団体が柔軟かつ積極
的に推進できるよう、自由度の高い支援制度を創設すること。

イ 再生可能エネルギーの割合を１０％まで引き上げるため、ま
た、過疎地域の再生を図る上でも、中山間地域や漁村部が持つ豊
富な自然エネルギーを活用した「エネルギーの地産地消」の取組
を強力に支援すること。

②②②②「「「「環境技術環境技術環境技術環境技術のののの研究開発研究開発研究開発研究開発・・・・実用化実用化実用化実用化のののの推進推進推進推進についてについてについてについて」」」」
高度な環境知識や技術を有する環境人材の養成や産・学・民・官

共同による環境技術の研究開発機関を地方において整備するととも
に、その成果を実用化するための拠点となる「環境クラスター（仮
称 」を構築すること。）
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＜参考＞

○ 「エネルギーの地産地消の取組」とは
・地域のエネルギー需要を、太陽光や風力、水力、木質バイオマスなど

地域で生み出した自然エネルギーで賄おうとする取組
・例えば ”彩り”で有名な徳島県上勝町では、重油ボイラーに替えて、、

地域の間伐材を温泉施設の木質ボイラーの燃料として活用している。

○ 「環境クラスター（仮称 」とは）
・核となる環境技術の研究機関の周りに、関連する企業群が集積し、独

創的な技術シーズと企業の実用化ニーズが相互に刺激しつつ連鎖的に
技術革新や新産業の創出が起こるシステム

【現行施策等】
１）主な内容

・ 地域グリーンニューディール基金」「
２）主管省庁局 環境省 総合環境政策局・地球環境局

経済産業省 産業技術環境局



- 33 -

１６１６１６１６ 地域主権地域主権地域主権地域主権のののの確立確立確立確立についてについてについてについて

【新政権のマニフェスト】

■霞ヶ関を解体・再編し、地域主権を確立する

・新たに設立する「行政刷新会議（仮称 」で全ての事務事業を整理し、）

基礎的自治体が対応可能な事務事業の権限と財源を大幅に移譲する。

・国と地方の協議の場を法律に基づいて設置する。

《課題》

○「国と地方の協議の場」の法制化にあたり、地方の意見がどのように反映され

ていくのか。

○21年度補正予算のうち、既に着手している事業の扱い等、地方に共通する課題

は、国と地方の早急な協議の開始が必要。

○権限移譲に伴う財源の確保が確実に担保されるのか。

【徳島発の提言要望】

「「「「地域主権地域主権地域主権地域主権のののの確立確立確立確立をををを」」」」
「地域のことは、地域が決める」ことができる「地域主権」の確立により、

「地域の実情」を反映した 「住民目線」に立った行政運営ができることから、、

地域主権社会を早期に実現すること。

《《《《具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容》》》》
①①①①「「「「国国国国とととと地方地方地方地方のののの協議協議協議協議のののの場場場場のののの法制化法制化法制化法制化についてについてについてについて」」」」

ア 「国と地方の協議の場」を早急に法制化し、さらには地方に同意権、

拒否権、提案権などの「具体的な権限」を付与するなど、地方の意見を制度

に反映していくための「実効力ある制度」を構築すること。

イ 「国と地方の協議の場」をオープン化するなど、政策決定過程の

さらなる透明化を行い、地方分権に対する国民の関心や理解を深める取組み

を進めること。

ウ 地方六団体が要請した「法制化に先立つ協議」では 「補正予算の執行」、

等、特に緊急を要する課題について協議し、工程表を明らかにするなど、

地方において計画的な事業執行ができるよう配慮すること。

②②②②「「「「地方分権地方分権地方分権地方分権のののの推進推進推進推進についてについてについてについて」」」」

ア 「地域のことは地域が決める」地域主権社会を実現するため、地方の声を

しっかり聞きながら、さらなる権限移譲を推進すること。

イ また、権限と財源は密接不可分であることから、権限と財源をワンセット

で移譲すること。

「マニフェスト」の実現に向けて
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(参考) 地方自治法第２６３条の３第５項 「事前情報提供制度」

第二百六十三条の三(抜粋)

２ 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事

項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

３ 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

４ 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の

施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にににに対対対対しししし新新新新たにたにたにたに事務又事務又事務又事務又はははは負担負担負担負担をををを義務付義務付義務付義務付けるとけるとけるとけると認認認認められるめられるめられるめられる施施施施５ 各大臣は、その担任する事務に関し

には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることが策策策策のののの立案立案立案立案をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする場合場合場合場合

できるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために を講ずるものとす適切な措置

る。

平成18年6月、地方6団体による提言「地方分権の推進に関する意見書」で
「「「「国国国国とととと地方地方地方地方のののの協議協議協議協議のののの場場場場」」」」のののの法定化法定化法定化法定化として、「「「「地方行財政会議地方行財政会議地方行財政会議地方行財政会議」」」」の設置を提言

■地方６団体の提言内容(H18.6月)
★徳島県の提案★

「国と地方の協議の場」における協議対象のイメージ

次次次次のののの事項事項事項事項のうち、重要なものについて、政府または地方からの申し出により協議を

行い、政府は、会議において協議が整った事項については、その結果を

尊重するよう努めるものとする。

（（（（仮仮仮仮））））地方行財政会議地方行財政会議地方行財政会議地方行財政会議のののの事務及事務及事務及事務及びびびび権限権限権限権限

１ 国と地方の役割分担のあり方

２ 国による関与・義務づけのあり方

３ 地方が処理する事務の経費に
係る国の補助負担金のあり方

４ 地方税財政制度のあり方

５ 地方への新たな事務または負担の
義務づけとなる法令・施策 など

１１１１「「「「国家戦略局国家戦略局国家戦略局国家戦略局」」」」におけるにおけるにおけるにおける検討検討検討検討をををを期待期待期待期待

２２２２ 地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にににに定定定定めるめるめるめる「「「「事前情報提供事前情報提供事前情報提供事前情報提供
制度制度制度制度のののの拡充拡充拡充拡充・・・・強化強化強化強化にににに期待期待期待期待

３３３３「「「「 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金」」」」のののの制度設計制度設計制度設計制度設計にににに期待期待期待期待

４４４４「「「「地方税制地方税制地方税制地方税制」」」」はははは地方主導地方主導地方主導地方主導でででで決決決決めるめるめるめる
枠組枠組枠組枠組みづくりにみづくりにみづくりにみづくりに期待期待期待期待

《協議対象事項》

５５５５ 地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にににに定定定定めるめるめるめる「「「「事前情報提供事前情報提供事前情報提供事前情報提供
制度制度制度制度」」」」のののの拡充拡充拡充拡充・・・・強化強化強化強化にににに期待期待期待期待

徳島県が提案する

「国と地方の協議の場」の協議システム

国と地方の協議の場（法制化）

情報情報情報情報にににに
「「「「意見意見意見意見ありありありあり」」」」
のののの場合場合場合場合

「意見なし」
の場合

協議対象外

協議対象

協議
対象

自治法改正
「努力規定」

↓
名実共名実共名実共名実共にににに

「「「「義務付義務付義務付義務付けけけけ」」」」に

１１１１ 「「「「地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画」、」、」、」、
【【【【新新新新 規規規規】】】】

○○○○ 新新新新たなたなたなたな国国国国のののの関与関与関与関与をををを創設創設創設創設しようとするしようとするしようとするしようとする場合場合場合場合
【【【【追加事項追加事項追加事項追加事項】】】】

【【【【現現現現 行行行行：：：：努力規定努力規定努力規定努力規定】】】】

付けると認められる施策の立案をしようとす

２ 地方自治法第263条の３第５項に基づく

【【【【現行制度現行制度現行制度現行制度のののの拡充拡充拡充拡充・・・・強化強化強化強化】】】】

○ 国が、地方に対し新たに事務又は負担を義務

る場合

「事前情報提供制度」の対象となるもの

《《《《
協協協協
議議議議
対対対対
象象象象
事事事事
項項項項
案案案案
》》》》

地方６団体に
「「「「事前情報提事前情報提事前情報提事前情報提
供供供供」」」」をををを徹底徹底徹底徹底！！！！

「「「「一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの制度設計制度設計制度設計制度設計」」」」などなどなどなど
地方税財政制度地方税財政制度地方税財政制度地方税財政制度にににに関関関関することすることすることすること
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１７１７１７１７ 地方地方地方地方のののの自主財源自主財源自主財源自主財源のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

【新政権のマニフェスト】

■「地域主権」を確立し、第一歩として、地方の自主財源を大幅に増
やします

■霞ヶ関を解体・再編し、地域主権を確立する
国から地方への「ひもつき補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える
「一括 交付金」として交付する。義務教育・社会保障の必要額は確保する。

■目的を失った自動車関連諸税の暫定税率は廃止する
ガソリン税、軽油引取税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止し
て、２.５兆円の減税を実現する。

【民主党政策集 INDEX2009】
◆新たな地方財政調整・財源保障制度の創設

自治体間の財政格差を是正し、地方財政を充実させるため、地方交付税制度
と一括交付金の統合も含めた検討を行い、現行の交付税制度よりも財政調整
と財源保障の機能を一層強化した新たな制度を創出する。

◆ひもつき補助金の廃止と一括交付金化
現在の公共事業等の補助金等に対応する部分については、格差是正の観点か
ら財政力の弱い自治体に手厚く配分する。

◆消費税改革の推進
現行の税率５％を維持し、税収全額相当分を年金財源に充当する。

◆自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化
対策税
暫定税率は地方分を含めてすべて廃止する。国直轄事業に対する地方自治体
の負担金制度を廃止して、暫定税率廃止後においても、地方における道路整
備事業は従来水準を維持できるようにする。

《課題》
○消費税の年金財源化、中小企業向け法人税率の引下げ（18％→11％）

による交付税原資の不足及び地方税の減

○一括交付金の対象・必要額と財源の確保策、配分方法等が不明

○義務教育、社会保障等の必要額が十分確保されていない（ ）参考２参照

○自動車関連諸税の暫定税率の廃止（△2.5兆円）に伴う地方税及び地方
譲与税の減（△0.8兆円）による地方の自主財源が不足

○これまで道路整備や社会保障などに充てられていた財源がなくなり、
一括交付金の財源が不足するおそれ

「マニフェスト」の実現に向けて
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【徳島発の提言・要望】

「「「「地方自主財源地方自主財源地方自主財源地方自主財源のののの充実充実充実充実をををを」」」」
「地域主権」の確立に向け、自治体間格差を是正し、地方財政を充実さ

せるために、財源保障と財政調整の機能を一層強化するとともに地方の自
主財源を大幅に充実すること。

《《《《具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容》》》》
①①①①「「「「財源保障機能財源保障機能財源保障機能財源保障機能のののの強化強化強化強化についてについてについてについて」」」」

地方税、地方交付税、地方譲与税の「地方の自主財源」を大幅に拡
充し、財源保障機能を強化すること。

②②②②「「「「財政調整機能財政調整機能財政調整機能財政調整機能のののの強化強化強化強化についてについてについてについて」」」」
財政力の弱い自治体に対して 「地方の自主財源」の重点配分を行、

うこと。

③③③③「「「「一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて」」」」
一括交付金の交付基準については、地域格差是正の観点を十分に反

映し、財政力の弱い自治体や社会基盤整備の遅れている自治体には、
現状より手厚く配分すること。

また 「地域主権」を確立し 「地方の自主財源を充実」させるな、 、
らば 「国から頂戴する」交付金は暫定措置と位置付け、同額を税源、
移譲すべきであること。

④④④④「「「「自治体自治体自治体自治体のののの超過負担超過負担超過負担超過負担についてについてについてについて」」」」
義務教育､社会保障等の必要額の確保に当たっては､地方に負担転嫁

しないこと。

（（（（参考参考参考参考））））

１１１１ 地方交付税制度地方交付税制度地方交付税制度地方交付税制度についてについてについてについて
(1) 地方交付税とは

・国税の一定割合（所得税・酒税の32%、法人税の34%、消費税の29.5%、
たばこ税の25%）が地方交付税となっている。

・国により使途を制限されない「地方の固有財源」である。
・財源保障機能と財政調整機能を備えている。

(2) 財源保障機能

歳 地方交付税 国 庫
地方税 地方債歳入歳出ギャップの補てん

入 補助金＝財源保障機能財源保障機能財源保障機能財源保障機能

歳
給与関係経費 一般行政経費 投資的経費 公債費

出

財源保障機能とは、各自治体が合理的な行政水準を維持するために必要な財源の不足分
が地方交付税により措置されること。地方交付税の総額は、国税５税の一定割合とする
ことで確保されているが、なお、不足しているのが現状。

(3) 財政調整機能

地方交付税財政調整機能財政調整機能財政調整機能財政調整機能
地方交付税

基準財政需要
基準財政収入

基準財政収入

Ａ団体 Ｂ団体
財政調整機能とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため、国税として国が代
わって徴収した税を一定の合理的な基準によって各自治体に再配分すること。
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２２２２ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題
三位一体の改革による地方交付税の大幅な削減以降、各自治体は、厳しい

財政運営を強いられており、自治体間の格差も拡大している。義務教育、社
会保障費等についても自治体が超過負担している状況。

（地方自治体の超過負担の例）
～決算額と地方交付税措置額（基準財政需要額）の比較～

３３３３ 民主党民主党民主党民主党マニフェストマニフェストマニフェストマニフェストのののの地方財政地方財政地方財政地方財政へのへのへのへの影響影響影響影響

※２１年度地方向け補助金等の総額 １９.５兆円

※後進地域の開発に関する公共事業については、国の負担割合の引上措置（補助率の割増し

等）がある （本県の引上率 21年度１.１６）。

【教職員給与費】 （単位：百万円）

区　　分

小学校費（給与）

中学校費（給与）

計
　　※決算額は一般財源ベース、退職手当は除いている。

【特定疾患治療研究事業費】 （単位：百万円）

区　　分

特定疾患治療研究事業費

　　※決算額は一般財源ベース

不足割合（③／①）

583 258 △ 325 △ 55.7%

Ｈ２０基準財政需要額② 差　引③（②－①）Ｈ２０決算額①

差　引③（②－①）

△ 1,215

△ 7.4%

△ 6.6%

△ 857

△ 2,072

不足割合（③／①）

△ 6.1%

Ｈ２０決算額①

19,990

10,683

29,458

11,540

31,530

Ｈ２０基準財政需要額②

18,775

２１地方財政計画　歳入
８２．５兆円

うち一般財源５９．１兆円

地方債
１１．８兆円

うち臨財債
５．１兆円

うち臨財債
５．１兆円

地方税
３５．６兆円

地方譲与税等１．７兆円

地方交付税
１２．７兆円

その他
６．５兆円

その他
６．５兆円

影響する内容・影響額

地方税
３６．２兆円

地方譲与税等１．９兆円

地方交付税
１５．８兆円

国庫支出金
１０．３兆円

国庫支出金
９．８兆円

地方債
１１．１兆円

地方財政計画　歳入
７７．４兆円(▲５．１兆円）
うち一般財源５５．２兆円

（▲３．９兆円）

民主党マニフェスト　地方財政への影響　(平成２１年度地財ベース）

【地方税　▲６，１０２億円】

○中小企業法人税の軽減税率
　　引下げ（１８→１１％）　▲３２５億円
○暫定税率廃止　▲５，７７７億円
　　・自動車取得税
　　・軽油引取税
※地方消費税への影響は見込んでいない

【地方譲与税　▲２，２７８億円】
○暫定税率廃止
　・地方揮発油譲与税・地方道路譲与税
　・自動車重量譲与税

【地方交付税　▲３兆５３０億円】
○消費税の年金財源充当　▲２兆９，８８４億円
○中小企業法人税の軽減税率引下げ▲６４６億円
　　国税法人税　▲１，９００億円（３４％交付税原資）

【国庫支出金　▲５，２３９億円】（（（（注注注注））））
○暫定税率廃止
　・公共事業費補助金　▲１，４６４億円
　・地域活力基盤創造交付金▲３，７７５億円

【県分　▲３３９億円
　　　　　（一般財源　▲３０７億円）】
　地方税　　　　　▲３３億円
　地方譲与税　　　▲３億円
　地方交付税　▲２７１億円
　国庫支出金　　▲３２億円＋α
＊＊＊＊国直轄負担金廃止国直轄負担金廃止国直轄負担金廃止国直轄負担金廃止
　　　　　　　　　　　　一般財源一般財源一般財源一般財源ベースベースベースベースでででで５７５７５７５７億円億円億円億円のののの負担減負担減負担減負担減

本県財政への影響額(試算）

本県へ
の具体
的影響

【市町村分　▲１９３億円
　　　　　（一般財源　▲１８６億円）】
  地方税　　　　　　▲３億円
　地方譲与税　　▲１６億円
　地方交付税　▲１６７億円
　国庫支出金　　▲７億円＋α

【その他の影響】
○暫定税率廃止による
　・国直轄事業費、国庫支出金の減少
　　→ 本県社会基盤整備の更なる遅れ
　・一括交付金対象額（約5.6兆円）の減少
　　→ 補助金、交付金分の減少
○暫定税率と直轄事業負担金の廃止は、
    地方財政全体では財源構成的に見合
　　いとならない
　　→ 地方一般財源の減少

（注）　国庫支出金の影響額は、暫定税率
廃止による国税の減収分を平成２１年度の
道路事業関係予算充当ベースで試算して
いる。


